
JP 6789295 B2 2020.11.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャトロメトリターゲットを設計すること、計測ツールの光学システムを構成するこ
との一方または両方を行い、前記スキャトロメトリターゲット照明時の０次回折信号間に
１８０°の位相シフトを発生させることにより、粗いピッチを有する前記スキャトロメト
リターゲットからの０次回折信号に対して１次回折信号を増強させることと、
　２つの垂直偏光照明コンポーネントにより前記スキャトロメトリターゲットを照明する
ように前記計測ツールの光学システムを構成することと、
　前記２つの垂直偏光照明コンポーネントを補完する２つの垂直偏光方向に前記回折信号
を分解して前記０次回折信号を相殺することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記粗いピッチの半分のピッチで垂直偏光要素を有す
るように前記スキャトロメトリターゲットを設計して、前記１８０°の位相シフトを発生
させることをさらに含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、ターゲット設計による第１位相シフトを、光学システ
ム構成による第２位相シフトと組み合わせることをさらに含み、前記第１位相シフトと前
記第２位相シフトの和は１８０°である、方法。
【請求項４】
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　請求項１に記載の方法であって、前記スキャトロメトリターゲットを設計することをさ
らに含み、非偏光構造を有する前記スキャトロメトリターゲットが、前記１８０°の位相
シフトを発生させるように構成される少なくとも１つの偏光構造を有する、少なくとも１
つのさらなるターゲット層を有するように設計する、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、前記少なくとも１つのさらなるターゲット層は、前記
非偏光構造の上に位置する、方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の方法であって、前記少なくとも１つのさらなるターゲット層は、前記
非偏光構造の下に位置する、方法。
【請求項７】
　粗いピッチを有し、照明されるときに０次回折信号間に１８０°の位相シフトを発生さ
せるように構成され、前記粗いピッチのエリアの第１の部分は１つの方向に分割され、前
記粗いピッチのエリアの第２の部分は前記第１の方向と垂直な方向に分割され、さらに、
最初の非偏光構造と、前記１８０°の位相シフトを発生させるように構成される少なくと
も１つの偏光構造を有する少なくとも１つのさらなるターゲット層とを有する、スキャト
ロメトリ計測ターゲット。
【請求項８】
　請求項７に記載のスキャトロメトリ計測ターゲットであって、前記粗いピッチの半分の
ピッチで垂直偏光要素を有するように設計され、前記１８０°の位相シフトを発生させる
、スキャトロメトリ計測ターゲット。
【請求項９】
　請求項８に記載のスキャトロメトリ計測ターゲットであって、前記垂直偏光要素は、細
かいピッチで分割されている、スキャトロメトリ計測ターゲット。
【請求項１０】
　請求項７に記載のスキャトロメトリ計測ターゲットであって、前記少なくとも１つの偏
光構造は、細かい未解像のピッチで分割されている、スキャトロメトリ計測ターゲット。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のスキャトロメトリ計測ターゲットであって、前記少なくとも１つの
偏光構造は、最初の非偏光構造の分割方向に対して垂直の方向に沿って分割されている、
スキャトロメトリ計測ターゲット。
【請求項１２】
　請求項７に記載のスキャトロメトリ計測ターゲットであって、前記さらなるターゲット
層は前記非偏光構造の上に位置する、スキャトロメトリ計測ターゲット。
【請求項１３】
　請求項７に記載のスキャトロメトリ計測ターゲットであって、前記さらなるターゲット
層は、前記非偏光構造の下に位置する、スキャトロメトリ計測ターゲット。
【請求項１４】
　２つの垂直偏光照明コンポーネントにより非偏光スキャトロメトリターゲットを照明し
、かつ、前記２つの垂直偏光照明コンポーネントを補完する２つの垂直偏光方向に、得ら
れた回折信号を分解し、前記スキャトロメトリターゲットからの同一の０次回折信号間で
１８０°の位相シフトを発生させるように前記照明と前記分解を構成することにより、前
記０次回折信号を相殺するように構成される光学システムを有する、計測ツール。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の計測ツールであって、前記光学システムは、前記照明および前記回
折信号の偏光を制御するために、偏光子、検光子、少なくとも１つの波長板、少なくとも
１つの偏光ビームスプリッタ、および少なくとも１つの中性濃度フィルタのうち少なくと
も１つを含む、計測ツール。
【請求項１６】
　計測システムであって、
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　粗いピッチを有し、照明されるときに０次回折信号間に第１位相シフトを発生させるよ
うに構成される、スキャトロメトリ計測ターゲットと、
　２つの垂直偏光照明コンポーネントにより前記ターゲットを照明し、かつ、前記２つの
垂直偏光照明コンポーネントを補完する２つの垂直偏光方向に、得られた回折信号を分解
して、前記ターゲット照明時の０次回折信号間に第２位相シフトを発生させるように構成
される光学システムを有する、計測ツールと、を備え、
　前記第１位相シフトと前記第２位相シフトの和は１８０°であり、ゼロ回折信号を相殺
する、計測システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の計測システムであって、前記光学システムは、前記照明および前記
回折信号の偏光を制御するために、偏光子、検光子、少なくとも１つの波長板、少なくと
も１つの偏光ビームスプリッタ、および少なくとも１つの中性濃度フィルタのうち少なく
とも１つを含む、計測システム。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の計測システムであって、前記第１位相シフトは、１８０°であり、
前記第２位相シフトはゼロである、計測システム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の計測システムであって、前記スキャトロメトリ計測ターゲットは、
照明されるときに０次回折信号間に１８０°の位相シフトを発生させるように構成される
、計測システム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の計測システムであって、前記ターゲットの粗いピッチの半分のピッ
チで垂直偏光要素を有し前記１８０°の位相シフトを発生させるように設計される、計測
システム。
【請求項２１】
　請求項１６に記載の計測システムであって、前記ターゲットは、最初の非偏光構造と、
前記第１位相シフトを発生させるように構成される少なくとも１つの偏光構造を有する少
なくとも１つのさらなるターゲット層と、を有する、計測システム。
【請求項２２】
　粗いピッチを有し、照明されるときに０次回折信号間に１８０°の位相シフトを発生さ
せるように構成され、前記粗いピッチのエリアの第１の部分は１つの方向に分割され、前
記粗いピッチのエリアの第２の部分は前記第１の方向と垂直な方向に分割され、さらに、
前記粗いピッチの半分のピッチで偏光要素を有し前記１８０°の位相シフトを発生させる
ように設計され、前記偏光要素は垂直偏光させるように構成される、スキャトロメトリ計
測ターゲット。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のスキャトロメトリ計測ターゲットであって、前記偏光要素は、細か
いピッチで分割されている、スキャトロメトリ計測ターゲット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計測分野に関し、より具体的には、計測ツールの光学システムにおける偏光
ターゲットとそれに対応する偏光制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　関連出願の相互参照
　本願は、２０１５年１２月８日に出願された米国仮特許出願第６２／２６４，５１４号
の利益を主張するものであり、その全体を本明細書の一部として援用する。
【０００３】
　現在、光学オーバーレイ測定のための方法は、イメージングとスキャトロメトリの２つ
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の技術が主流である。イメージングでは、周期的ターゲットの位置を光学システムの視野
で測定し、別々の層に印刷されたターゲットの位置からオーバーレイ（ＯＶＬ）を推論す
る。スキャトロメトリでは、異なる層に印刷された周期的なオーバーレイマーク（周期構
造を有するターゲット）により散乱する電磁（ＥＭ）波間の干渉を利用して、層の相対的
変位を推論する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１０／０３２８６５５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　両方の場合において、散乱するＥＭ波の回折光の振幅および位相に対する制御は、オー
バーレイ測定の正確度や精度に対して重要な影響をもたらす。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の基本的な理解を可能にする簡単な要約を以下に示す。この要約は、必ずしも主
要素を特定したり本発明の範囲を限定したりするものではなく、単に以下の説明の導入と
しての役割を果たすものである。
【０００７】
　本発明の一態様によれば、スキャトロメトリターゲットを設計すること、計測ツールの
光学システムを構成することの一方または両方を行い、スキャトロメトリターゲット照明
時の０次回折信号間に１８０°の位相シフトを発生させることにより、粗いピッチを有す
るスキャトロメトリターゲットからの０次回折信号に対して１次回折信号を増強させるこ
とを含む方法を提供する。
【０００８】
　本発明のさらなる態様や別の態様、利点は、以下の詳細な説明に記載され、詳細な説明
から推測可能であり、本発明の実施により理解することができる。
【０００９】
　本発明の実施形態のさらなる理解のために、また、どのように本発明の実施形態が実施
され得るかを示すために、添付された図面を単なる例として参照するが、図面全体を通し
て、同一の参照符号は対応する要素や部分を示す。
【００１０】
　添付する図面の説明は、以下のとおりである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】本発明のいくつかの実施形態による、偏光位相制御を実施して０次回折信号を
相殺する計測システムの概略説明図である。
【図１Ｂ】本発明のいくつかの実施形態による、スキャトロメトリターゲットの概略説明
図である。
【図１Ｃ】本発明のいくつかの実施形態による、スキャトロメトリターゲットの概略説明
図である。
【図２Ａ】本発明のいくつかの実施形態による、スキャトロメトリターゲットの概略説明
図である。
【図２Ｂ】本発明のいくつかの実施形態による、スキャトロメトリターゲットの概略説明
図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態による、光学システムの概略説明図である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態による、方法を示す概略フローチャートである。
【図４－１】本発明のいくつかの実施形態による、方法を示す概略フローチャートである
。
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【図４－２】本発明のいくつかの実施形態による、方法を示す概略フローチャートである
。
【図４－３】本発明のいくつかの実施形態による、方法を示す概略フローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の記載により本発明のさまざまな態様が説明される。本発明が十分に理解されるよ
うに、説明を目的として具体的な構成や細部が記載される。しかし、本明細書に示される
特定の細部を備えていない場合でも本発明が実施され得ることもまた当業者にとっては明
らかになるであろう。さらに、本発明が不明瞭にならないように、公知の特徴は省略また
は簡略化されることがある。図面の具体的参照に関して、図示される事項は、例であり、
本発明の図示説明のみを目的とし、本発明の原理および概念的態様の説明にあたり、最も
有用で容易に理解されると思われるものを提供するために示されることが強調される。こ
の点に関し、本明細書は図面とともに、本発明のいくつかの形態が実施の際にどのように
具現化され得るかを当業者に明らかにするが、本発明の基本的理解のために必要とされる
以上に詳しく本発明の構造的細部を示すことは行っていない。
【００１３】
　本発明の少なくとも１つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、その応用にあた
り、以下の説明に記載された、または、図面に描かれた、構造の細部および構成部品の配
置に限定されないことが理解される。本発明は、開示された実施形態の組み合わせに加え
、さまざまな方法で実施または実行され得る他の実施形態にも応用可能である。また、本
明細書で用いられる用語や専門用語は、説明を目的とし、限定としてみなされるべきでは
ないことが理解される。
【００１４】
　以下の説明から明らかであるとおり、明記されない限り、明細書の説明全体を通して「
プロセシング（processing)」「コンピュータ（computing）」「算出（determining）」
「決定（determining）」「増強（enhancing）」などの用語を使用することは、コンピュ
ータシステムのレジスタやメモリの電気量など物理量で表されるデータを、コンピュータ
システムメモリ、レジスタ、または別の情報ストレージ、伝送装置ならびにディスプレイ
装置などで同様に物理量として表される別のデータに処理したり変換したりする、コンピ
ュータやコンピュータシステム、または類似する電子コンピュータ機器の動作やプロセス
を指すことが理解される。
【００１５】
　本発明者らは、ターゲットに非対称性が存在する場合、ターゲットの非対称な振幅のメ
カニズムは、スキャトロメトリオーバーレイの場合、１次回折光同士のトポグラフィ位相
における差の値と関係があり（上部回折格子と下部回折格子からそれぞれ＋１と－１）、
ターゲットの非対称な振幅のメカニズムは、イメージングオーバーレイの場合、１次回折
光と０次回折光との間のトポグラフィ位相における差の値と関係する（上部回折格子と下
部回折格子からそれぞれ±１と０）ことを明らかにした。ハードウェア（ＨＷ）にトポグ
ラフィ位相を制御できる可能性があれば、オーバーレイ測定の正確度を大幅に改善し得る
。
【００１６】
　さらに本発明者らは、ゼロ次およびその他の回折次数の光の振幅に大きな差があり非常
に低い画像コントラストを引き起こす場合、比較的一般的な別の測定上の問題が生じるこ
とを明らかにした。２つの測定された層からの１次回折光の振幅同士が１桁以上異なる場
合、同様の問題がスキャトロメトリオーバーレイ測定においても生じる。これらの場合で
は、適切な回折光の振幅が減少すると、測定の精度と正確度の両方が大幅に改善され得る
。
【００１７】
　以下の関連する文献は、その全体を本明細書の一部として援用し、互いの正確性を向上
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させるために本開示に組み込まれてもよく、それらの組み合わせは本発明の一部として考
慮される。（ｉ）ＷＩＰＯ特許公報ＰＣＴ／ＵＳ１５／６２５２３は、レシピパラメータ
における計測メトリックの部分的な連続依存性の導出、導出された依存性の分析、分析に
よる計測レシピの決定、決定されたレシピに基づく計測測定の実行について開示している
。（ｉｉ）米国特許出願第６２／２２２７２４号は、トポグラフィ位相制御のための別の
手法（主にハードウェアのオプション）を開示し、最も適切なレシピ設定を選択するため
の実用的な基準を提供する。（ｉｉｉ）内部文献は、オーバーレイ測定の精度と正確度を
改善するための、０次回折光の振幅および位相の制御について開示している。例えば、こ
の文献は、漏洩ブロッカーや補償光学素子や干渉制御の使用を含む、０次回折光を制御す
るためのハードウェアオプションの実施について開示している。本開示は、偏光ターゲッ
トや偏光制御ハードウェアを使用して、回折光のパラメータに対してさらなる制御レベル
を提供することに重点を置く。さらに、本開示は、比較的単純なハードウェアを使用し、
ターゲット設計手順に関連づけられ、１次回折光信号に制限されない方法で例示されるが
、あらゆる回折光に応用可能である。
【００１８】
　計測用スキャトロメトリターゲット、光学システム、および対応する計測ツール、なら
びに測定方法を提供する。ターゲットおよび／または光学システムは、スキャトロメトリ
ターゲット照明時の０次回折信号間に１８０°の位相シフトを作り出すことにより、スキ
ャトロメトリターゲットからの０次回折信号に対して、１次回折信号を増強させるように
設計される。例えば、ターゲットは、ターゲット照明時の０次回折信号間に第１位相シフ
トを作り出すことにより偏光照明に応答するように設計されてもよく、光学システムは、
偏光照明によりターゲットを照明し、かつ、得られた回折信号を分解して、ターゲット照
明時の０次回折信号間に第２位相シフトを発生させるように設計されてもよい。両方の位
相シフトが０から１８０°であるとき、これらの位相シフトが加算され１８０°になると
、０次回折信号は相殺される。
【００１９】
　図１Ａは、本発明のいくつかの実施形態による、偏光位相制御を実施して０次回折信号
を相殺する計測システム１０５の概略説明図を示す。計測システム１０５は、スキャトロ
メトリ計測ターゲット１００と、光学システム１５０を有する計測ツールとを備える。ス
キャトロメトリ計測ターゲット１００は、粗いピッチを有し、照明されるときに０次回折
信号間に第１位相シフト１２１を発生させるように構成される。光学システム１５０は、
２つの垂直偏光照明コンポーネントによりターゲット１００を照明し、かつ、２つの垂直
偏光照明コンポーネントを補完する２つの垂直偏光方向に、得られた回折信号を分解し、
ターゲット照明時の０次回折信号間で第２位相シフト１２２を発生させるように構成され
る。第１位相シフト１２１と第２位相シフト１２２の和は１８０°であり、０次回折信号
を相殺する。図１Ａは、回折光の偏光を概略的に示し、０次コンポーネントは、１８０°
の位相を加算することにより相殺される一方、１８０°の位相を加算した－１次光を＋１
次光に加算することにより、１次回折光は増強される。以下に説明するように、計測シス
テム１０５は、ターゲットの設計のみにより、光学システムの設計のみにより、またはタ
ーゲットの設計および光学システムの設計に対する調整を組み合わせることにより、０次
回折信号を相殺するように構成されてもよい。
【００２０】
　図１Ｂは、本発明のいくつかの実施形態による、スキャトロメトリターゲット１００の
概略説明図である。ターゲット１００は、照明に対する回折信号の偏光を変更するように
構成され、ゆえに、偏光ターゲットと呼ばれる。ターゲット１００は、堅牢なハードウェ
アによる偏光制御を可能にするように構成された光学システムと関連づけられる回折信号
を得るために測定されてもよい（例示的な非限定オプションとして、下記システム１５０
を参照）。ターゲット１００は、計測ツールにより十分に解像される粗いピッチＰ１（例
えば、１０００～２０００ｎｍ）を有する。ターゲット１００は、照明されるときに、例
えば、粗いピッチの半分のピッチで垂直偏光素子１０３を有して１８０°の位相シフトを
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発生させることにより、０次回折信号間に１８０°の位相シフトを発生させるように構成
される。粗いピッチ領域の部分１１０、例えばその半分は、より細かい未解像のピッチＰ

２で一方向（例えばＸ方向）に分割され、別の部分１１５、例えば粗いピッチ領域の別の
半分は、同じ細かい分割ピッチＰ２で第１方向に対して垂直方向（例えばＹ方向）に分割
される。結果として、ターゲットユニットセル１０１、１０２はピッチ（Ｐ１）の半分だ
けずれるため、ＸおよびＹ方向の偏光照明からの１次回折光信号は、１８０°（π）の位
相差を有する。したがって、＋１と－１の回折光信号間の１８０°（π）に固有の位相に
より、セル１０１と１０２からの１次信号が加算される一方、セル１０１と１０２からの
０次信号は、互いに相殺し合う。２λ以上のピッチでは、２次以上の回折光が含まれても
よく、位相差を使用して、それらも同様に除去するか増強するために使用してもよい（例
えば、１８０°の位相差は、次数が偶数の回折光を除去し、次数が奇数の回折光を増強す
る）。
【００２１】
　図１Ｃは、本発明のいくつかの実施形態によるスキャトロメトリターゲット１００の概
略説明図である。ターゲット１００を両方向に分割しプロセス適合性を高めてもよい。垂
直偏光素子１０３を、細かいピッチで分割してもよい。図１Ｃでは、図１Ｂに描かれるタ
ーゲットの設計に、ピッチＰ３を有するさらなる分割を加えてもよい。ターゲットのサブ
セル１０１と１０２の間の２次偏光効果と対称性の破壊を避けるために、ＸおよびＹ方向
に両方とも同じ細かいピッチで分割してもよい。
【００２２】
　ターゲット１００は、ターゲットのピッチ（例えば、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３のいずれか）や
、電場のフィルファクタ（デューティサイクル）、分割タイプなどを選択することにより
構成されてもよい。並び合うイメージングターゲットの場合、例えば別の層における周期
構造を測定するため、１つの層における未解像の周期構造を用いるなど、ターゲット設計
を最適化するように別の特徴を構成してもよい（例えば、下部格子の測定用に上層の未解
像の周期構造を使用すること、およびその反対も同様）。
【００２３】
　図２Ａと２Ｂは、本発明のいくつかの実施形態による、スキャトロメトリターゲット１
００の概略説明図を示す。ターゲット１００は、最初の非偏光構造９０（解像されたピッ
チＰ１を有する）と、ターゲット照明時の０次回折信号間に１８０°の位相シフトを発生
させるように構成される少なくとも１つの偏光構造１４６（より細く、未解像のピッチＰ

２＜Ｐ１、ダミー構造とも呼ばれる）を有する、少なくとも１つのさらなるターゲット層
１４５とを備える。例えば、さらなるターゲット層１４５（複数可）は、最初の層９０の
上または下であってもよい（それぞれ図２Ａ、２Ｂに図示）。未解像のピッチＰ２は、例
えば、解像されたピッチＰ１の半分のピッチであってもよい。未解像のピッチＰ２と層９
０に対する層１４５の位置と距離は、１８０°であってもよい所定の第１位相シフト１２
１を発生させるように選択されてもよいが、光学システム１５０の第２位相シフト１２２
により補完される別の値を用いて、１８０°の全体的な位相シフトを発生させ、０次回折
光を相殺してもよい。図示されるように、並び合うターゲットや格子を重ねたターゲット
用のターゲット設計を最適化するために、中間層または下層の未解像の周期構造を用いて
もよい。
【００２４】
　層１４５における未解像の周期構造１４６は、それらが配置される層の実効誘電率を変
化させ、その結果、積層全体における回折光の生成と伝搬に影響を及ぼす。未解像のダミ
ー構造も同様に、設計ルールピッチに近いピッチで分割すると、偏光に対する測定ターゲ
ットの感度が増強する。未解像のダミー構造１４５の電場のフィルファクタもまた、照明
偏光に対するターゲットの応答を制御するように変更または設計されてもよい。相補層（
層１４５）におけるターゲット（層９０）とダミー構造間に起こり得るクロストークを避
けるために、ダミー構造要素１４６は、測定ターゲットの周期方向に対して直交方向に分
割して設計されてもよい。偏光構造１４５は、最初の非偏光構造９０の分割方向に対して
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垂直方向に沿って分割されてもよい。したがって、さらなる層１４５は、図２Ａおよび２
Ｂに記載されるＸ方向の分割ではなく、Ｙ方向に沿って分割されてもよい。
【００２５】
　開示されるスキャトロメトリ計測ターゲット１００のターゲット設計ファイルは、本開
示の一部として考えられる。
【００２６】
　図３は、本発明のいくつかの実施形態による、光学システム１５０の概略説明図である
。光学システム１５０は、照明源７５と、照明を（例えば、直線に）偏光するように配置
された偏光子１６０と、２つの直交する偏光方向の間に波長板パラメータ（角度とリター
デーション）を使用して位相シフト１２２Ａを決定するように配置される第１波長板１６
５とを有する照明アーム１６１を備える。光学システム１５０は、対物レンズ７０を通じ
てウエハ６０上のターゲット１００へ照明を方向付けるように構成され、ターゲット１０
０から対物レンズ７０を通過し、集光アーム１７１へ回折信号を方向付けるように構成さ
れる、（非偏光または偏光の）ビームスプリッタ８０をさらに備える。集光アーム１７１
は、ある集光偏光角度１２２Ｂの第２波長板１７５と、検光子１７０と、検出器８５とを
備える。照明および集光偏光角度１２２Ａ、１２２Ｂは、ターゲット種類とシステム構成
による第２位相シフト１２２を得るように構成されてもよい。
【００２７】
　例えば、図１Ｂおよび図１Ｃに記載の偏光ターゲット１００と、半波長板１６５、１７
５を使用することにより、角度１２２Ａ、１２２Ｂの等しい角度（例えば、４５°）が満
たされるが、これは、上述のとおり、ターゲットにより１８０°の完全な位相シフトが得
られるためである。別の実施例では、図２Ａおよび２Ｂに記載の偏光ターゲット１００を
使用し、角度１２２Ａ、１２２Ｂを異ならせて、非偏光ターゲット９０に層１４５を重ね
ることにより得られる第１位相シフト１２１に加算される第２位相シフト１２２を得ても
よい。
【００２８】
　波長板１６５、１７５に代わり、または追加して、偏光ビームスプリッタ８０を使用し
てもよく、代替的に、または補完的にあらゆる光学素子を使用して制御可能な位相シフト
を得てもよい。例えば、偏光ビームスプリッタ８０を使用して、２つの垂直偏光の光路を
分離するように光学システム１５０を構成してもよく、２つの偏光間に光路差を発生させ
る位相リターダまたはあらゆる光学素子を追加することにより、またさらに、両方の偏光
をともに組み合わせてさらなるビームスプリッタを使用することにより、回折光の位相制
御を実現させてもよい。
【００２９】
　光学システム１５０は光路１６１、１７１のうちの１つにＮＤ（中性濃度）フィルタを
含んでも良く、偏光の相対振幅を制御するように構成される。
【００３０】
　特定の実施形態において、波長板１６５、１７５のうちの１つのみを使用して第２位相
シフト１２２を得てもよい。特定の実施形態において、いずれの波長板１６５、１７５を
使用しなくても、偏光子１６０は直線偏光照明を提供し、検光子１７０は回折信号を受信
するように構成されてもよい。例えば、図１Ｂ、図１Ｃなどに記載のターゲットを測定す
るために、偏光子１６０と検光子１７０は、それぞれ４５°と１３５°の角度で設定され
てもよい。このように、光学システム１５０は、０次回折光を完全に相殺し、１次回折光
の振幅を倍増させるように構成されてもよい。図３は、０次回折光を完全に抑制可能にす
る、非常に一般的で堅牢な光学スキームを有限ターゲットサイズからのローブ（lobes）
すべてとともに示し、先行技術のように瞳面でブロッカーを使用することに対し本発明を
有利にしている。特定の実施形態において、発明者らは、０次光を準垂直照明とともに完
全に抑制することは、正確度と精度の観点両方から最良の測定条件を実現することを見出
した。
【００３１】



(9) JP 6789295 B2 2020.11.25

10

20

30

40

50

　照明路１６１の偏光子１６５と集光路１７１の検光子１７０は、結合信号における各偏
光の重み係数を制御するように構成されてもよい。次数が異なる回折光の間の差を改善す
ることに加え、１次回折信号を増強するために、ターゲット１００は、偏光差に対してタ
ーゲットの応答感度が高くなるように構成されてもよい。さらに、１次回折光の振幅に対
して重大な影響を及ぼすことなく０次回折光の振幅を制御したり、０次回折光と１次回折
光との位相を制御したりするように、光学システム１５０とターゲット１００を本明細書
の説明どおりに構成してもよい。発明者らは、前者の場合では画像のコントラストが増強
される一方、後者の場合では画像の正確度が増強されることを見出した。スキャトロメト
リにおいて（例えば、ＳＣＯＬ－スキャトロメトリオーバーレイ）、光学システム１５０
およびターゲット１００は、１次回折光間の位相を制御して、感度と正確度の両方を増強
させるように構成されてもよい。スキャトロメトリターゲットの場合、偏光方向の変化に
対して異なる応答をするように別の層のターゲット設計を設計してもよい。
【００３２】
　あらゆる実施形態の光学システム１５０とスキャトロメトリターゲット１００を組み合
わせた計測システムは、本開示の一部とみなされる。具体的には、計測システムであって
、粗いピッチを有しターゲット照明時の０次回折信号間に第１位相シフトを発生させるよ
うに構成されるスキャトロメトリ計測ターゲット１００と、２つの垂直偏光照明コンポー
ネントによりターゲットを照明して、かつ、得られた回折信号を２つの垂直偏光照明コン
ポーネントを補完する２つの垂直偏光方向に分解し、ターゲット照明時の０次回折信号間
に第２位相シフトを発生させるように構成される光学システム１５０とを有する計測ツー
ルとを含み、第１位相シフトと第２位相シフトの和は１８０°であり、０次回折信号を相
殺する計測システムが提供される。
【００３３】
　図４は、本発明のいくつかの実施形態による方法２００を示す概略フローチャートであ
る。方法２００は、例えば、計測モジュールなどの少なくとも１つのコンピュータプロセ
ッサにより少なくとも部分的に実施されてもよい。特定の実施形態では、ともに具現化さ
れるコンピュータ可読プログラムを有し、方法２００の関連する段階を実行するように構
成されるコンピュータ可読記憶媒体を含むコンピュータプログラム製品を含む。特定の実
施形態では、方法２００の実施形態により設計される各ターゲットのターゲット設計ファ
イルを含む。
【００３４】
　方法２００は、スキャトロメトリターゲットを設計すること、計測ツールの光学システ
ムを構成することの一方または両方を行い、スキャトロメトリターゲット照明時の０次回
折信号間に１８０°の位相シフトを発生させることにより、粗いピッチを有するスキャト
ロメトリターゲットからの０次回折信号に対して１次回折信号を増強させることを含む（
ステージ２０１）。例えば、方法２００は、ターゲット設計による第１位相シフトを光学
システム構成による第２位相シフトと組み合わせることを含んでもよく、第１位相シフト
と第２位相シフトが加算され、１８０°になる（ステージ２０２）。
【００３５】
　方法２００は、スキャトロメトリおよび／またはイメージングターゲットを設計するこ
とに加え、設計されたターゲットを測定するための対応する光学システムを設計すること
を含む。方法２００は、偏光照明に対するターゲットの応答による１次回折信号を増強さ
せる、偏光に感度をもつスキャトロメトリターゲットを設計すること（段階２０５）と、
偏光制御ハードウェアと偏光ターゲットとを組み合わせてさらなる回折光のパラメータを
提供すること（段階２１０）とを含んでもよい。方法２００は、設計ターゲットを製造す
ること（段階２３０）、設計ターゲットをスキャトロメトリで測定すること（段階２３５
）の一方または両方をさらに含んでもよい。方法２００は、照明の偏光を使用して、直交
する分割領域からの信号同士を分離するように光学システムを構成すること（段階２４０
）と、照明および／または検出光路で偏光位相を制御すること（段階２４５）と、をさら
に含んでもよい。方法２００は、照明偏光を使用して、直交する分割領域からの信号と信
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号とを分離するように、計測ツールの光学システムを構成することを含んでもよい（段階
２４２）。
【００３６】
　方法２００は、対応するスキャトロメトリ計測ツールにより解像される少なくとも１つ
の粗いピッチを有する少なくとも１つの周期構造の複数のターゲット要素を、対応する計
測ツールで解像されない少なくとも１つの細かいピッチで分割することを含んでよく、少
なくともいくつかの要素内の少なくとも２方向に対して細かく分割され、少なくとも２方
向において同じ０次回折光のパラメータを維持する（段階２２０）。それにより方法２０
０は異なる方向で同一の０次回折光のパラメータを維持することを含んでもよい（段階２
２２）。方法２００は、粗いピッチの半分のピッチで垂直偏光要素を有するようにスキャ
トロメトリターゲットを設計して、１８０°の位相シフトを発生させてもよい（段階２２
１）。
【００３７】
　方法２００は、少なくとも１つのより細かいピッチによって、細かい分割をさらに垂直
に分割することをさらに含んでもよい（段階２２５）。
【００３８】
　方法２００は、少なくとも２つの細かい分割方向に対応する、少なくとも２つの偏光照
明を使用して、測定２３５を実行することを含んでもよく（段階２４０）、少なくとも２
方向に対して、０次回折信号を干渉法的に抑制し、そこからの１次回折信号を増強させる
ことをさらに含んでもよい（段階２５０）。方法２００は、少なくとも２方向に関して、
干渉法的に０次回折信号を相殺して、１次回折信号を完全に加算することをさらに含んで
もよい（段階２５５）。
【００３９】
　方法２００は、対応する波長板を使用して、偏光照明と回折信号を制御すること（段階
２６０）と、可能であれば偏光信号の重みを割り当て、制御して、収集したデータを最適
化することをさらに含んでもよい（段階２６５）。
【００４０】
　方法２００は、２つの垂直偏光照明コンポーネントによりスキャトロメトリターゲット
を照明し（段階２７０）、かつ、２つの垂直偏光照明コンポーネントを補完する２つの垂
直偏光方向に回折信号を分解して、ゼロ次回折信号を相殺するように計測ツールの光学シ
ステムを構成することを含んでもよい（段階２７５）。
【００４１】
　方法２００は、スキャトロメトリターゲットを設計することを含み、非偏光構造を有す
るスキャトロメトリターゲットが、１８０°の位相シフトを発生させるように構成された
少なくとも１つの偏光構造を有する少なくとも１つのさらなるターゲット層を有してもよ
く（段階２８０）、非偏光構造の上および／または下にさらなるターゲット層（複数可）
を設計してもよい（段階２８２）。
【００４２】
　偏光制御ハードウェア（光学システム１５０）と偏光ターゲット（ターゲット１００）
とを組み合わせることにより、回折光パラメータのさらなる制御水準を得ることが好まし
い。ターゲット１００において、測定ターゲットの偏光特性の制御または増強を目的とし
て、相補層または使用可能な中間層を使用して、分割されたダミー構造を導入してもよい
。偏光制御ハードウェアと偏光ターゲットとを組み合わせることにより、オーバーレイ測
定における正確度や精度が高まることが判明した。光学システム１５０とターゲット１０
０は、さまざまな計測プラットフォームにおいて実施されてもよく、デバイス状のターゲ
ットを製造するための性能を向上させる。
【００４３】
　本明細書で開示される設計原則によって、位相および／またはあらゆる回折光の振幅の
制御が可能になり、結果として０次光を相殺することに加え、さらなる利点が得られるこ
とが強調される。
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【００４４】
　本発明の態様は、本発明の実施形態による方法、装置（システム）、およびコンピュー
タプログラム製品のフローチャート図、および／または、部分図を参照して上記に説明さ
れる。フローチャート図や部分図の各部分およびフローチャート図や部分図の各部分の組
み合わせは、コンピュータプログラム指示により実施され得ることが理解される。コンピ
ュータまたは他のプログラム可能なデータプロセシング装置のプロセッサを通じて実行さ
れる指示が、フローチャートおよび／または部分図の一部分または複数部分で特定される
機能／動作を実施するための手段を作り出すように、前述のコンピュータプログラム指示
を、汎用コンピュータ、特別な目的のコンピュータ、または他のプログラム可能なデータ
プロセシング装置のプロセッサに備えて、装置を製造してもよい。
【００４５】
　コンピュータ可読媒体に記憶された指示によりフローチャートおよび／または部分図の
一部分または複数部分で特定される機能／動作を実施する指示を含む製品が製造されるよ
うに、前述のコンピュータプログラム指示もまたコンピュータ、他のプログラム可能なデ
ータプロセシング装置、または他の装置に対して、特定の方法で機能するように命令可能
なコンピュータ可読媒体に記憶されてもよい。
【００４６】
　コンピュータまたは他のプログラム可能な装置で実行する指示がフローチャートおよび
／または部分図の一部分または複数部分で特定される機能／動作を実施するためのプロセ
スを可能にするように、前述のコンピュータプログラム指示はまた、コンピュータ、他の
プログラム可能なデータプロセシング装置、または他の装置に搭載され、コンピュータ、
他のプログラム可能な装置、または他の機器で一連の動作ステップを実施させ、コンピュ
ータ実行プロセスを生み出してもよい。
【００４７】
　上記のフローチャートおよび図は、本発明によるさまざまな実施形態によるシステム、
方法、およびコンピュータプログラム製品の実施可能なアーキテクチャ、機能性、および
動作を示す。この点に関し、フローチャートまたは部分図における各部は、モジュール、
分割、またはコードの一部を示し、各部は特定された論理的機能を実行するための１以上
の実行可能な指示を含む。また、いくつかの代替的な実施において、各部で示された機能
は、図示された順序以外で起こってもよいことにも留意されたい。例えば、その機能性に
応じて、連続して示される２つの部分は、実際には、ほぼ同時に行われてもよく、または
複数の部分は場合により逆の順序で実施されてもよい。また、部分図および／またはフロ
ーチャート図の各部、および部分図および／またはフローチャート図の部分の組み合わせ
は、特定の機能または作動を行う、特別な目的のハードウェアに基づくシステムにより実
効されるか、特別な目的のハードウェアとコンピュータ指示の組み合わせにより、実行さ
れることにも留意されたい。
【００４８】
　上記の説明において、一実施形態は、本発明の一例または実施例である。「１つの実施
形態」「一実施形態」「特定の実施形態」または「いくつかの実施形態」などのさまざま
な表現は、必ずしもすべてが同じ実施形態を指すわけではない。発明のさまざまな特徴は
、１つの実施形態の中で説明されるが、それらの特徴は別々にまたは適する組み合わせで
用いられてもよい。逆に、本発明は、明確化するために別々の実施形態の中で明細書に記
載されてもよいが、本発明はまた１つの実施形態において実施されてもよい。本発明の特
定の実施形態は、上で開示される別の実施形態の特徴を含んでもよく、特定の実施形態は
、上で開示した別の実施形態の要素を組み入れてもよい。ある具体的な実施形態における
本発明の要素の開示は、その具体的な実施形態のみの使用に限定されるものとして解釈さ
れない。さらに、本発明はさまざまな方法で実行可能または実施可能であり、本発明は上
記説明に記載した実施形態以外の特定の実施形態で実施可能であることが理解される。
【００４９】
　本発明は、これらの図面や図面に対応する説明に限定されるものではない。例えば、工
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程では、描かれたそれぞれの枠や状態を通る必要はなく、または描かれた順序や説明され
た順序と厳密に同じ順序である必要もない。本明細書で使用される技術的および学術的な
用語の意味は、特に定義されない限り、本発明が属する技術分野の当業者が一般に理解す
るとおりに理解される。本発明は、限定された数の実施形態に関して説明されたが、これ
らは本発明の範囲に対する限定として解釈されるべきものではなく、いくつかの好ましい
実施形態の例証として解釈されるべきである。他の可能な変形、設計変更、応用もまた本
発明の範囲に含まれる。したがって、本発明の範囲は、これまでに記載された説明ではな
く、添付される請求の範囲とその法的等価物により限定される。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３】
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【図４】 【図４－１】

【図４－２】 【図４－３】
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